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身
分
行
為
の
理
論

山

正

男

畠

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
「
身
分
行
為
の
理
論
」
は
わ
が
家
族
法
上
の
難
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
広
く
い
え
ば
届
出
を
要
件
と
し
て
身
分
関
係
の
発
生
・
消

滅
を
形
成
す
る
「
身
分
行
為
」
の
理
論
で
あ
り
、
形
式
的
要
件
た
る
「
居
出
」
に
い
か
な
る
法
的
意
義
を
付
与
す
る
か
の
理
論
で
あ
り
、
ま

た
個
々
の
身
分
行
為
を
形
成
す
る
「
意
思
」
を
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
の
理
論
で
あ
る
。

第
一
の
「
身
分
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
な
に
を
身
分
行
為
と
い
う
の
か
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
婚
姻
と
か
離
婚
と
か
を
個
別

的
に
で
は
な
く
包
括
的
に
扱
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
当
然
「
身
分
行
為
」
の
内
容
ホ
異
な
る
こ
と
に
な
ろ

、フ。
第
二
の
問
題
は
、
届
出
は
成
立
要
件
か
効
力
発
生
要
件
か
、
と
い
う
形
で
今
日
争
わ
れ
て
い
る
。
立
法
者
は
も
ち
ろ
ん
成
立
要
件
と
し
て

芳
え
て
い
た
が
、
成
立
要
件
と
し
て
は
あ
ま
り
に
不
完
全
な
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
と
事
実
上
の
身
分
行
為
(
と
く
に
内
線
)
に
践
的
効
力
が
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説

認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
を
一
緒
に
し
て
届
出
前
に
身
分
行
為
の
成
立
を
認
め
届
出
を
効
力
要
件
と
解
す
る
考
え
方
が
あ

ら
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
っ
き
つ
め
て
い
く
と
「
届
出
」
の
も
つ
意
味
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に

事
実
よ
の
身
分
行
為
に
い
か
な
る
法
的
意
味
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

E命

第
三
の
「
身
分
行
為
の
意
思
」
は
、
具
体
的
な
身
分
行
為
の
効
力
を
い
か
に
解
す
る
か
の
価
値
判
断
の
問
題
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
そ
の

価
値
判
断
を
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
説
明
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
筆
者
に
と
っ
て
年
来
の
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
な
お
充
分
に
検
討
を
尽
し
た
と
い
う
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
本
稿

(
2
)
 

で
は
、
問
題
の
概
観
に
お
い
て
立
法
者
意
思
と
そ
の
後
の
学
説
を
た
ど
り
、
あ
わ
せ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
の
一
端
を
附
け
加
え
る

に
と
ど
め
る
。

(

1

)

筆
者
が
未
完
の
「
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
と
届
出

ω」
を
書
い
た
の
は
す
で
に
一
五
年
前
で
あ
り
、
そ
の
完
結
は
い
つ
も
念
頭
を
離
れ
る
こ
と
の

な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
聞
に
注
釈
民
法
で
「
届
出
」
の
部
分
を
執
筆
し
、
ま
た
解
説
程
度
の
も
の
は
書
い
て
(
「
身
分
行
為
の
成
立
時
期
」
「
身

分
行
為
の
意
思
と
届
出
」
山
畠
N
泉
・
演
習
民
法
所
収
、
「
身
分
行
為
の
届
出
と
意
思
」
民
法
の
争
点
所
収
〉
、
す
こ
し
は
考
え
を
進
め
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
が
、
な
お
充
分
に
私
見
を
展
開
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
届
出
主
義
に
関
す
る
立
法
者
意
思
を
中
軸
と
し
て
そ
の
後
の
学
説
の
展
開

(
立
法
者
意
思
の
崩
壊
)
を
た
ど
り
、
筆
者
な
り
に
立
法
者
意
思
を
再
建
す
る
試
み
の
一
端
で
あ
る
。

(

2

)

筆
者
の
研
究
関
心
の
一
つ
は
家
族
法
学
説
史
研
究
で
あ
り
、
本
稿
で
も
古
い
文
献
の
引
用
が
多
い
。
と
く
に
民
法
施
行
直
後
に
柿
原
判
事
の
手
に
な

る
立
派
な
体
系
書
が
公
刊
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
り
、
そ
の
後
の
学
説
が
自
ら
の
創
始
に
か
か
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
も
、
す
で
に
先
人
が

考
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
沼
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
(
準
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
て

そ
の
労
多
き
仕
事
の
完
成
を
学
界
の
た
め
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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問
題
の
概
観

(

1

)

 

身
分
行
為

「
身
分
行
為
」
と
い
う
概
念
は
「
身
分
法
学
」
の
創
始
者
中
川
教
授
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
身
分
行

為
は
そ
の
う
ち
の
形
成
的
身
分
行
為
に
属
す
る
。
身
分
関
係
の
発
生
消
滅
に
か
か
る
要
式
行
為
で
あ
る
か
ら
、
現
行
法
上
は
婚
姻
・
離
婚
・

縁
組
・
離
縁
・
認
知
・
姻
族
関
係
終
了
な
ど
を
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
普
通
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
婚
姻
か
ら
認
知
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し

立
法
者
が
身
分
的
法
律
行
為
と
し
て
の
共
通
の
性
質
を
認
め
て
い
た
の
は
婚
姻
・
離
婚
・
縁
組
・
離
縁
の
四
者
で
あ
っ
て
、
認
知
を
同
じ
性

質
の
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
認
知
も
届
出
を
要
件
と
す
る
点
は
婚
姻
そ
の
他
の
身
分
行
為
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
戸
籍

法
上
の
届
出
の
効
力
に
関
す
る
理
論
は
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
「
届
出
」
と
「
意
思
」
を
め
ぐ
る
理
論
は
こ
れ
と
は
別
で
あ
る
。

た
し
か
に
認
知
は
、
民
法
上
、
婚
姻
そ
の
他
の
身
分
行
為
と
同
じ
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
お
り
(
民
七
三
九
条
一
項
、
七
六
四
条
、
七
九
九

条
、
八
一
二
条
、
七
八
一
条
一
項
)
、
戸
籍
法
で
も
、
代
理
届
出
禁
止
の
点
で
こ
の
五
者
の
共
通
性
を
認
め
て
い
る
(
戸
六

O
条
、
六
六
条
、

七
O
条
、
七
四
条
、
七
六
条
〉
。
し
か
し
認
知
の
代
理
届
出
の
禁
止
は
大
正
三
年
の
改
正
戸
籍
法
が
新
設
し
た
も
の
で
あ
り
、
立
法
者
は
も

と
も
と
こ
れ
を
可
能
と
し
て
い
た
。
ま
た
遺
言
認
知
(
民
七
八
一
条
二
項
)
も
、

一
方
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
遺
言
養
子
(
民
旧
八
四

身分行為の理論

八
条
)
の
よ
う
に
届
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
遺
言
の
効
力
発
生
と
と
も
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
れ
は
現
行
法
上
も
維
持
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
場
合
の
届
出
は
報
告
的
届
出
に
す
ぎ
な
い
(
戸
六
四
台
。
立
法
者
は
ま
た
認
知
の
撤
回
禁
止
〈
民
七
八
五
条
)
、
認
知
の
遡

及
効
(
民
七
八
四
条
)
の
規
定
を
設
け
て
、
認
知
の
特
殊
な
性
格
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
婚
姻
そ
の
他
の
身
分
行
為
の

場
合
と
異
な
り
、
認
知
の
届
出
が
成
立
要
件
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
。
実
質
的
に
考
え
て
も
、
成
立
要
件
と
し
て
の
届
出
の
機
能
(
事
実

北法31(3-4・1-69)1001 



説

主
義
の
否
定
、
撤
回
自
由
)
は
認
知
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
。
ま
た
「
意
思
」
の
面
で
も
、
認
知
は
「
事
実
の
承
認
」
た
る
準
法
律
行
為

の
性
質
を
も
っ
と
い
う
の
が
立
法
者
の
理
解
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
認
知
も
届
出
を
形
式
的
要
件
と
す
る
か
ら
、
認
知
を
含
め
た
身
分
行
為

論

の
理
論
構
成
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
認
知
の
特
殊
な
性
質
を
無
視
し
て
他
の
身
分
行
為
に
合
わ
せ
る
理
論
に
な

り
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
届
出
を
成
立
要
件
と
解
す
る
立
場
で
は
、
届
出
意
思
の
存
在
は
絶
対
的
要
件
と
な
る
が
、
認
知
の
場
合
に
も
こ
れ

を
厳
格
に
要
求
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
事
実
を
承
認
す
る
意
思
(
認
知
意
思
)
と
届
出
は
よ
り
簡
易
に
結
合
し
て
も
よ

(
5
)
 

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
届
出
を
効
力
発
生
要
件
と
解
す
る
立
場
で
は
、
よ
り
一
層
容
易
に
認
知
の
効
力
を
認
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ

り
、
こ
の
見
解
は
む
し
ろ
認
知
に
つ
い
て
最
も
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
身
分
行
為
意
思
の
側
面
で
も
、
身
分
的
効
果
意
思
日
身

分
的
生
活
事
実
は
認
知
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
あ
る
の
は
生
理
的
事
実
で
あ
り
、
そ
の
法
律
的
承
認
の
意
思
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
意
思

説
も
実
体
的
意
思
説
も
と
も
に
適
合
し
な
い
面
が
あ
る
。
形
式
的
意
思
説
も
生
理
的
事
実
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
後
者

で
は
生
理
的
事
実
が
む
し
ろ
身
分
的
効
果
意
思
に
代
わ
っ
て
、
結
果
的
に
は
届
出
意
思
の
み
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
説
は
結
論
に

お
い
て
同
一
に
帰
着
す
る
。

右
の
よ
う
に
認
知
は
、
単
に
一
方
行
為
と
双
方
行
為
の
差
異
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
の
内
容
に
お
い
て
婚
姻
そ
の
他
の
身
分
行
為
と
性
質

を
異
に
す
る
の
で
、
認
知
を
含
め
て
身
分
行
為
の
統
一
的
理
論
を
構
成
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
け
る
「
身
分
行

為
」
は
も
っ
ぱ
ら
純
粋
に
身
分
の
形
成
に
か
か
わ
る
法
律
行
為
、
す
な
わ
ち
婚
姻
・
離
婚
・
縁
組
・
離
縁
の
四
者
の
み
を
対
象
と
す
る
。
後

述
の
よ
う
に
立
法
者
は
届
出
の
側
面
に
お
い
て
の
み
こ
の
四
者
を
共
通
に
芳
え
た
の
で
あ
り
、
身
分
行
為
の
意
思
の
側
面
で
は
か
な
ら
ず
し

も
同
一
に
は
芳
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
身
分
行
為
の
効
果
意
思
は
四
者
に
共
通
す
る
も
の
が
当
然
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
四
者
に
つ
い

て
「
身
分
行
為
」
の
理
論
を
芳
え
る
こ
と
は
充
分
に
理
由
が
あ
る
。

北法31(3-4・ 1'70)1002 



(

1

)

旧
法
上
は
家
族
的
身
分
に
関
す
る
身
分
行
為
が
多
く
存
在
し
た
が
、
現
行
法
上
は
姻
族
関
係
終
了
、
養
親
族
関
係
終
了
ハ
死
後
離
縁
)
以
外
基
本
的

な
身
分
(
夫
婦
・
親
子
)
に
関
す
る
行
為
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
な
お
親
権
者
の
地
位
に
関
す
る
行
為
(
親
権
者
指
定
、
親
権
・
管
理
権
辞
任
・
回
復
)

は
、
中
川
身
分
法
学
で
い
う
附
随
的
身
分
行
為
に
あ
た
る
。
身
分
法
の
総
則
的
課
題
一
-
八
頁
。

(

2

)

こ
の
点
は
む
し
ろ
「
創
設
的
届
出
」
の
共
通
性
で
あ
り
、
復
氏
・
分
籍
・
転
籍
な
ど
戸
籍
上
の
行
為
も
加
わ
る
。
不
受
理
申
出
制
度
は
こ
れ
ら
全
体

を
対
象
と
し
て
い
る
。
昭
和
日
・

1
・
m民
二
第
九

O
O号
民
事
局
長
通
達
。

(

3

)

梅
・
民
法
要
義
(
四
〉
一
一
六
一

l
二
頁
は
、
こ
の
差
異
に
と
く
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
り
、
届
出
は
コ
戸
籍
上
ノ
便
宜
」
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
い
る
。
遺

言
養
子
は
遺
言
執
行
者
と
養
子
と
の
聞
の
身
分
行
為
と
さ
れ
た
が
(
同
二
九
五
頁
)
、
養
子
の
承
諾
を
条
件
と
す
る
一
方
行
為
と
み
る
異
説
も
あ
っ
た
。

(

4

)

富
井
・
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
一
五
六
回
八
八
丁
〔
巌
松
堂
版
〕
。

(
5
〉
解
釈
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
新
民
法
演
習
5
所
収
の
「
認
知
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

6

)

深
谷
「
身
分
行
為
に
関
す
る
二
・
三
の
考
察
」
金
沢
法
学
一
九
巻
一
・
二
号
六
六
頁
υ

(

2

)

 

届

出

身
分
行
為
の
「
届
出
」
の
理
論
は
、
現
行
制
度
の
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
わ
が
家
族
法
上
の
永
久
的
研
究
課
題
た
る
を
失
わ
な
い
。
立
法
者

は
、
成
立
時
期
の
明
確
性
を
重
視
し
て
、
旧
民
法
に
お
け
る
婚
姻
(
旧
民
四
七
条
)
・
縁
組
(
旧
民
一
一
一
二
条
)
の
儀
式
成
立
主
義
を
排
斥

し
、
離
婚
(
旧
民
八

O
条
)
・
離
縁
(
旧
民
一
三
九
条
)
の
形
式
的
要
件
で
あ
っ
た
「
届
出
」
を
も
っ
て
四
者
に
共
通
の
成
立
方
式
と
い
札
。

立
法
者
は
こ
の
届
出
に
諸
外
国
に
お
け
る
と
同
様
の
成
立
方
式
の
意
味
を
付
与
し
丸
川
、
届
出
一
般
の
多
義
性
、
家
制
度
と
そ
の
形
式
的
法

身分行為の理論

制
度
た
る
戸
籍
簿
の
存
在
は
、
届
出
を
身
分
行
為
の
成
立
方
式
と
し
て
一
般
に
意
識
さ
せ
る
障
害
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
身
分
行
為
の
届
出

は
戸
籍
と
の
直
接
的
関
連
は
な
く
、
無
籍
者
と
い
え
ど
も
身
分
行
為
の
届
出
を
す
れ
ば
身
分
登
記
が
な
さ
れ
、
戸
籍
記
載
の
問
題
を
生
じ
な

〈

3
〉

か
っ
た
。
し
か
し
一
般
に
は
家
族
身
分
を
有
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
身
分
登
記
は
同
時
に
家
族
的
身
分
の
変
動
と
し
て
戸
籍
簿
に
移
記
さ

れ
た
。
身
分
証
書
に
由
来
す
る
身
分
登
記
の
制
度
は
、
家
族
制
度
を
維
持
し
つ
つ
も
、
な
お
個
人
的
身
分
の
変
動
を
独
立
に
意
識
さ
せ
る
点
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説

で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
大
正
三
年
改
正
戸
籍
法
は
こ
れ
を
廃
止
し
て
、
個
人
的
身
分
行
為
の
変
動
を
直
接
に
家
族
的
身
分
の
変

(
4〉

動
に
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
身
分
行
為
の
届
出
は
家
族
的
身
分
行
為
の
届
出
の
性
格
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
が
身
分
行
為
の
届
出

邑ム
E冊

を
「
入
籍
・
抜
籍
」
の
届
出
と
み
る
意
識
を
確
固
不
動
の
も
の
た
ら
し
め
た
。

ま
た
届
出
の
も
つ
公
示
機
能
の
不
完
全
さ
は
、
学
説
上
も
、
立
法
者
意
思
と
は
異
な
る
届
出
に
対
す
る
理
解
を
成
立
さ
せ
た
。
届
出
を
身

分
変
動
登
録
の
申
請
行
為
と
解
す
る
見
解
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
身
分
行
為
の
届
出
が
戸
籍
上
の
身
分
変
動
登
録
(
戸
籍
記
載
)
を

前
提
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
民
法
施
行
時
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
な
ん
ら
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
現
行
法
上
も
、
届
出
に
よ
っ

(
6
)
 

て
身
分
行
為
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
戸
籍
記
載
は
身
分
行
為
の
効
力
に
関
係
が
な
い
。
こ
れ
は
財
産
法
上
の
権
利
変
動
と
登
記
の
関
係

と
の
決
定
的
差
異
で
あ
る
。

ま
た
届
出
に
よ
っ
て
身
分
行
為
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
法
意
識
が
形
成
さ
れ
な
い
結
果
、
届
出
な
き
身
分
行
為
が
常
態
と
な
る
に
い
た
っ

て
、
こ
れ
に
な
ん
ら
か
の
法
的
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
不
可
避
的
と
な
り
、

つ
い
に
立
法
者
が
そ
の
効
力
を
認
め
な
か
っ
た
婚
姻
予
約
を
有

効
と
す
る
大
正
四
年
大
審
院
判
決
の
出
現
を
み
る
。
か
く
し
て
「
届
出
な
け
れ
ば
身
分
行
為
な
し
」
の
原
則
は
崩
れ
、
届
出
前
の
挙
式
に
よ

っ
て
婚
姻
は
成
立
し
届
出
に
よ
っ
て
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
見
解
が
登
場
す
一
記
。
旧
民
法
の
儀
式
成
立
主
義
は
、
そ
の
成
立
時
期
の
不
明
確

さ
の
た
め
、
立
法
者
が
強
く
排
斥
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
改
正
要
綱
の
儀
式
成
立
主
義
も
つ
い
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(
8
)
 

届
出
を
成
立
要
件
と
考
え
る
立
場
で
は
、
届
出
は
身
分
行
為
の
意
思
表
示
の
方
式
で
あ
り
、
婚
姻
に
つ
い
て
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば

(
9
)
 

「
婚
姻
ノ
法
律
上
ノ
儀
式
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
届
出
の
方
式
を
当
事
者
出
頭
主
義
に
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
い
え
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
書
面
届
出
し
か
も
使
者
に
よ
る
委
託
届
出
を
容
認
す
る
以
上
、
届
出
と
当
事
者
の
意
思
の
分
離
は
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。
単
に
意
思
の

分
離
の
み
な
ら
ず
当
事
者
の
存
在
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
こ
と
も
起
り
え
た
。
こ
の
点
の
立
法
者
意
思
を
知
り
え
な
い
が
、
奥
田
博
士
は
つ

と
に
書
面
届
出
に
お
い
て
は
民
法
の
一
般
原
則
(
九
七
条
)
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
届
出
委
託
(
郵
送
を
含
む
)
後
に
お
け
る
当
事
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者
の
死
亡
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
、
す
く
な
く
も
大
正
以
降
の
先
例
は
届
出
を
受
理
す
る
取
扱
い
で
丸
山
、
学
説
よ
も
支
持
さ
れ
て
い

慢
し
か
し
こ
の
間
題
は
、
届
出
成
立
主
義
の
部
分
的
破
綻
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
書
面
届
出
に
お
け
る
意
思
の
存
否
の
基
準
時
は
い
つ
か

と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
書
留
届
出
に
お
け
る
届
出
合
意
時
(
あ
る
い
は
届
書
作
成
・
発
信
時
〉
と
届
出
時
(
正
確
に
は

届
出
受
附
時
)
と
の
時
間
的
間
隔
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
届
出
H
意
思
表
示
と
解
す
る
か
ぎ
り
、
届
出
時
に
お
け
る
死
亡
・

意
思
無
能
力
・
意
思
の
撤
回
は
身
分
行
為
の
効
力
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
届
出
合
意
時
に
意
思
表
示
の
成
立
を
認
め
れ
ば
、

届
出
は
成
立
要
件
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
届
出
時
に
お
け
る
意
思
欠
依
も
無
効
と
な
ら
ぬ
代
わ
り
に
、
届
出
時
に
意
思
を
具
備
し
て
も
身

分
行
為
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
問
。
ま
た
届
出
成
立
要
件
主
義
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
成
立
時
以
前
に
お
け
る
意
思
撤
回
の
自
由
が
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
て
届
出
方
式
自
体
に
含
ま
れ
る
成
立
要
件
と
し
て
の
不
完
全
さ
は
、
届
出
と
意
思
表
示
の
分
離
を
不
可
避
的
と
し
た
が
、
そ
れ
は
届

出
を
成
立
要
件
と
解
す
る
立
場
で
も
理
論
化
が
行
わ
れ
た
。
中
川
教
授
に
よ
る
届
出
と
届
出
意
思
と
身
分
行
為
意
思
と
の
分
離
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
届
出
成
立
主
義
は
さ
ら
に
一
歩
後
退
を
せ
ま
ら
れ
た
。
無
効
な
届
出
の
追
認
の
肯
定
で
あ
る
。

身分行為の理論

「
届
出
な
け
れ
ば
身
分
行
為
な
し
」
の
原
則
は
届
出
と
身
分
行
為
の
同
時
存
在
を
意
味

し
、
し
た
が
っ
て
「
届
出
な
き
身
分
行
為
」
と
「
身
分
行
為
な
き
届
出
」
は
と
も
に
存
在
意
義
を
も
た
ず
、
厳
格
に
解
す
る
か
ぎ
り
、
両
者

の
事
後
的
結
合
(
追
認
)
も
許
さ
れ
な
か
っ
問
。
こ
れ
が
立
法
者
意
思
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
わ
が
国
で
可
能
な
成
立
方
式
に
対
す
る
最
少
限

度
の
要
請
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
立
法
者
は
簡
易
な
身
分
登
記
の
取
消
と
新
た
な
届
出
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
明
大
正
三
年

本
来
の
成
立
要
件
と
し
て
の
届
出
に
お
い
て
は
、

改
正
戸
籍
法
は
こ
れ
を
現
行
の
戸
籍
訂
正
制
度
に
改
め
て
し
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
い
か
に
簡
易
な
方
式
を
定
め
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
新
た
な

〔
刊
日
〉

届
出
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
過
去
に
遡
る
追
認
(
の
届
出
)
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
追
認
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
届
出

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
追
認
の
効
力
を
認
め
る
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
民
法
施
行
直
後
の
唯
一
の
例
外
を
除
い
て
、
中
川
教
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説

授
の
追
認
理
論
以
前
に
は
、
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
以
後
に
お
い
で
す
ら
、
戦
後
の
判
例
変
更
が
行
わ
れ
る
ま

〈

mv

で
は
、
追
認
肯
定
論
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
届
出
の
追
認
可
能
性
は
、
届
出
H
意
思
表
示
の
解
体
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
届
出
を
効
力
発
生
要
件
と
解

す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
身
分
行
為
の
成
立
H
届
出
意
思
と
み
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
(
こ
の
場
合
に
は
届
出
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
な

(
却
〉

る
)
、
届
出
と
意
思
の
事
後
的
結
合
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
現
に
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
も
い
る
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
届
出
の
成
立
方
式
と
し
て
の
不
完
全
さ
は
、
届
出
の
成
立
要
件
た
る
性
質
(
届
出
な
け
れ
ば
身
分
行
為
な
し
)
を
い

~^ 

百岡

ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
崩
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
立
法
者
が
芳
え
た
よ
う
に
簡
易
な
制
度
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
簡
易
す
ぎ
て
行

わ
れ
な
い
と
い
う
面
も
あ
っ
た
。
他
方
ま
た
届
出
が
家
籍
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
行
わ
れ
な
い
と
い
う
面
も
あ
っ
た
。
前
者
で

は
届
出
の
意
味
は
軽
く
、
後
者
で
は
届
出
の
も
つ
意
味
は
重
く
か
っ
大
き
い
。

こ
の
問
題
の
本
質
は
、
わ
が
身
分
行
為
に
お
け
る
「
届
出
」
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
届
出
が
現
に
は
た
し
て
い
る
機
能
(
あ
る
い

は
現
に
行
わ
れ
て
い
る
実
態
)
と
密
接
に
関
連
す
る
。
し
か
も
届
出
の
実
態
が
か
な
ら
ず
し
も
単
一
で
な
い
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
顕

著
な
経
験
的
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
届
出
の
ど
の
よ
う
な
実
態
に
着
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
見
解
が
分
れ
る
こ
と
に
な

る
。
筆
者
は
届
出
の
側
面
に
お
い
て
は
基
本
的
に
は
立
法
者
意
思
に
し
た
が
う
。
届
出
な
け
れ
ば
身
分
行
為
な
し
の
原
則
は
今
後
と
も
貫
ぬ

か
れ
る
べ
く
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
法
意
識
も
民
法
制
定
時
と
は
比
較
に
は
な
ら
ぬ
く
ら
い
成
長
し
て
い
る
と
芳
え
る
。
た
だ
し
届
出
の
成

立
要
件
と
し
て
の
不
完
全
さ
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
側
面
で
の
例
外
的
処
理
は
不
可
避
的
で
あ
る
。
委
託
届
出
の
特
則
、
無
効

な
届
出
の
追
認
(
た
だ
し
そ
の
内
容
は
通
説
と
異
な
る
)
は
そ
の
例
で
あ
る
。

〈
1
)
旧
民
法
は
婚
姻
に
つ
い
て
申
出
(
四
三
条
)
、
儀
式
(
四
七
l
八
条
〉
、
(
報
告
的
)
届
出
(
四
九
条
)
と
い
う
一
一
一
段
階
〈
縁
組
も
同
様
。
一
一
一
一
一
、

三
二
、
一
二
四
条
)
の
手
続
を
定
め
て
お
り
、
隣
婚
・
離
縁
の
場
合
と
は
性
質
を
異
に
す
る
届
出
を
規
定
し
て
い
た
。
し
か
も
婚
姻
の
申
出
お
よ
び
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届
出
に
は
代
理
を
許
す
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
離
婚
・
離
縁
の
届
出
に
は
そ
れ
を
欠
い
た
か
ら
、
こ
の
場
合
の
届
出
は
当
事
者
の
出
頭
を
要
す
る

趣
旨
で
あ
っ
た
か
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
奥
田
・
民
法
講
義
人
事
編
二
五
七
入
賞
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
非
難
す
る
。

「
本
法
ハ
蓋
シ
其
ノ
〔
草
案
ノ
〕
精
神
ヲ
酌
ミ
テ
夫
婦
自
身
ノ
届
出
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ナ
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
ラ
ン
カ
果
シ
テ
然
リ
ト
セ
ハ
是
レ
実
ニ
本

邦
ノ
慣
習
ニ
違
背
ス
ル
ノ
規
定
ニ
シ
テ
到
底
実
地
ニ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
エ
ア
ラ
ス
加
之
婚
姻
ノ
申
出
〔
届
出
で
は
な
い
〕
ヲ
ナ
ス
ヲ
既
ニ
代
理

人
ヲ
以
テ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
シ
ナ
カ
ラ
離
婚
ノ
届
出
ニ
ハ
代
理
人
ヲ
許
サ
ス
ト
ハ
抑
モ
何
等
ノ
理
由
ナ
ル
カ
殆
ン
ト
了
解
ニ
苦
シ
マ
サ
ル
ヲ
得
ス
離
婚
ハ

大
切
ナ
ル
コ
ト
ニ
属
シ
錯
誤
ノ
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
カ
為
メ
ナ
リ
ト
云
ヘ
ハ
婚
姻
ノ
申
出
モ
亦
同
様
ナ
リ
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
彼
レ
ニ

ハ
代
理
人
ノ
使
用
ヲ
許
シ
之
レ
ニ
ハ
其
ノ
使
用
ヲ
許
サ
ス
ト
ハ
不
権
衡
モ
亦
甚
タ
シ
:
:
・
:
:
若
シ
:
:
・
:
:
代
理
人
ノ
使
用
ヲ
許
ス
ノ
精
神
ナ
リ
ト
セ
ハ

:
:
法
文
ノ
粗
漏
・
:
:
:
・
斯
カ
ル
事
柄
ハ
規
定
ナ
キ
モ
当
然
ナ
リ
ト
云
ヘ
ハ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
-
j
i
-
-
何
レ
ノ
点
ヨ
リ
之
ヲ
観
察
ス
ル
モ

規
定
ノ
甚
タ
粗
漏
ナ
ル
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ナ
リ
」
。

奥
田
義
人
に
あ
っ
て
は
婚
姻
の
(
事
前
〉
申
出
と
離
婚
の
届
出
が
同
視
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
古
賀
廉
造
・
民
法
人
事
編
二
七
八

l
九
頁
に
お
い

て
は
、
こ
の
届
出
は
「
現
今
行
フ
処
ノ
送
籍
ノ
手
続
ト
殆
ト
一
般
・
:
:
:
・
斯
ノ
如
キ
簡
単
ナ
ル
条
件
ト
方
式
ト
ニ
依
リ
テ
其
〔
離
婚
ノ
軽
忽
ヲ
防
ク
〕

目
的
ヲ
遼
セ
ン
ト
企
望
ス
ル
ハ
所
謂
縁
木
求
魚
ノ
類
ナ
リ
:
:
・
:
・
其
簡
単
此
ノ
如
キ
ハ
殆
ト
之
レ
無
キ
ト
撰
フ
処
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
〔
裁
判
所
に
よ
る
協

議
離
婚
の
干
渉
を
支
持
〕
」
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
〈
な
お
本
書
は
沼
教
授
の
御
好
意
に
よ
っ
て
借
覧
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
し
て
深
く
謝
意
を
表
す

る
〉
。ま
た
こ
の
届
出
の
性
質
に
つ
い
て
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
解
の
あ
っ
た
こ
と
が
熊
野
・
民
法
正
義
人
事
編
一
巻
上
三
五
三

l
四
頁
に
述
ぺ
ら
れ
て
い

る
。
「
法
律
ハ
:
:
・
:
:
夫
婦
タ
ル
者
力
一
旦
是
等
ノ
書
類
ヲ
差
出
シ
身
分
取
扱
吏
ノ
承
認
ヲ
経
ル
ヤ
其
離
婚
ハ
則
チ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
然
ル

ニ
或
ハ
説
ヲ
為
ス
者
ア
リ
日
ク
:
:
:
:
本
条
規
定
ノ
書
類
ヲ
届
出
ツ
ル
ノ
一
事
ヲ
以
テ
共
離
婚
ρ

区
チ
ニ
民
法
上
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
身
分

取
扱
吏
カ
其
書
類
一
一
依
リ
:
:
:
:
審
査
ス
ル
カ
如
キ
ハ
決
シ
テ
為
ス
可
キ
所
三
井
サ
ル
ナ
リ
ト
何
ソ
夫
レ
然
ラ
ン
ヤ
」
。

右
の
引
用
だ
け
で
も
、
当
時
に
お
け
る
届
出
の
多
義
的
理
解
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
治
8
・

u
・
9
太
政
官
逮
二

O
九
号
の
「
登
記
主
義
」

(
〔
婚
姻
・
縁
組
・
離
婚
・
離
縁
〕
双
方
ノ
戸
籍
ニ
登
記
セ
ザ
ル
内
ハ
其
効
ナ
キ
モ
ノ
ト
看
倣
ス
)
と
は
異
な
る
「
届
出
主
義
」
の
観
念
が
成
立
し
て

い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
な
お
身
分
行
為
の
形
式
的
要
件
の
立
法
的
変
遷
過
程
に
つ
い
て
は
注
釈
民
法
帥
七
四
頁
以
下
〔
利
谷
μ
、
同

ωの
H
主
O
二
頁

以
下
門
山
由
巴
参
照
。

(

2

)

す
で
に
侶
稿
で
も
引
用
し
た
法
典
調
査
会
に
お
け
る
起
草
委
員
の
発
言
「
届
出
テ
ナ
イ
デ
三
三
九
度
ヲ
ヤ
ル
:
:
:
・
」

身分行為の理論

(
速
記
録
一
四
三
回
・
梅
)
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説

「
婚
姻
ノ
届
出
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
婚
姻
ノ
日
ニ
行
へ
ハ
少
シ
モ
不
都
合
ハ
ナ
イ
。
婚
姻
ノ
日
ト
言
フ
ノ
ハ
可
笑
シ
イ
ガ
則
慣
習
上
儀
式
ヲ
挙
ケ
ル
ト
カ
又

ハ
同
居
ヲ
ス
ル
日
ニ
届
出
ヲ
為
セ
ハ
不
都
合
ハ
ナ
ィ
。
其
日
ヨ
リ
前
ニ
届
出
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
実
際
ニ
ナ
イ
タ
ラ
ウ
ト
恩
ヒ
マ
ス
:
:
:
:
・
此
法
律

カ
出
レ
ハ
追
々
ニ
其
日
ニ
戸
籍
吏
ニ
届
出
ツ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
ツ
テ
グ
ル
タ
ラ
ウ
・
:
:
:
:
可
成
共
日
ニ
一
届
出
ル
:
:
・
:
・
皆
其
日
ニ
必
ス
届
出
ル
・

:
・
」
(
一
五
四
回
・
富
井
)
を
み
れ
ば
、
慣
習
上
の
儀
式
に
先
立
つ
届
出
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
い
か
に
も
不
完
全
な
成
立

方
式
で
あ
る
か
ら
、
何
日
も
前
に
届
出
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
慣
習
上
の
儀
式
の
当
日
(
事
前
)
に
届
出
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
慣
習
上
の
儀
式
に
法
的
意
味
を
付
与
す
る
か
ぎ
り
(
事
実
婚
)
、
届
出
は
事
後
的
な
も
の
と
意
識
さ
れ
、
「
婚
姻
の
即
日
届
出
」
が
提
唱
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
(
穂
積
・
親
族
法
二
七
八
頁
〉
。
島
津
「
婚
姻
成
立
に
関
す
る
届
出
主
義
」
家
裁
月
報
一
五
巻
三
号
三
九
頁
は
、
こ
の
即
日
届
出
論

を
国
民
を
愚
弄
す
る
も
の
と
批
判
す
る
。
一
方
で
「
届
出
が
婚
姻
の
意
思
表
示
そ
れ
自
身
」
と
い
い
つ
つ
〈
穂
積
・
前
掲
二
三
三
頁
〉
、
他
方
で
事
実

婚
の
成
立
を
認
め
て
法
律
婚
と
の
不
一
致
の
応
急
的
対
策
と
し
て
即
日
届
出
を
説
く
の
は
た
し
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
立
法
者
の
意
図
し

た
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
〈
立
法
者
意
思
と
同
旨
を
説
く
見
解
と
し
て
は
島
津
編
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

6
九
六
頁
〔
立
石
〕
が
あ
る
)
。
も
っ
と
も

事
前
届
出
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
届
出
以
外
に
身
分
行
為
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
と
い
う
批
判
は
あ
り
え
よ
う
a

(

3

)

明
治
犯

-
m
-
5民
刑
一
一

O
七
号
回
答
ほ
か
。
辻
U
山
田
H
赤
塚
・
先
例
大
系
一
五
四
八
頁
。
な
お
身
分
登
記
の
廃
止
に
伴
い
、
本
籍
不
明
者
・

無
籍
者
の
届
出
は
本
籍
分
明
・
就
籍
を
ま
っ
て
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
〈
現
行
一
戸
二
六
条
の
規
定
は
大
正
三
年
改
正
一
戸
籍
法
に
よ
り
新

設
)

o

現
在
は
国
籍
の
関
係
で
無
籍
者
・
本
籍
不
明
者
の
届
出
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
注
釈
民
法
仰
の

E
六
O
二
頁
〔
山
畠
〕
0

(

4

)

大
正
三
年
改
正
戸
籍
法
の
最
大
の
改
正
点
は
身
分
登
記
制
度
の
廃
止
で
あ
り
(
司
法
大
臣
奥
田
義
人
趣
旨
説
明
て
そ
の
理
由
は
、
事
務
簡
素
化
・

経
費
節
約
・
身
分
登
記
簿
の
利
用
価
値
の
す
く
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
改
正
法
案
審
議
の
過
程
で
、
立
法
当
初
で
す
ら
必
要
と
考
え
ら
れ
た
個
人
的
身

分
登
記
が
将
来
に
お
い
て
再
び
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
島
田
俊
雄
の
質
問
に
対
し
て
、
鈴
木
喜
三
郎
政
府
委
員
は
、
家
族
制
度
を

廃
止
す
れ
ば
「
戸
籍
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
或
ハ
此
戸
籍
法
ノ
中
カ
ラ
除
カ
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
セ
ウ
ケ
レ
ド
モ
、
今
日
ノ
趨
勢
一
一
於
テ
ハ
、

私
一
己
ノ
考
ヲ
申
シ
マ
ス
レ
ハ
、
寧
ロ
反
対
ニ
個
人
主
義
デ
モ
ウ
少
シ
減
少
シ
テ
、
家
族
主
義
ノ
方
ヲ
モ
ウ
少
シ
発
達
セ
シ
ム
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト

ニ
ス
ル
方
ガ
穏
当
デ
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
カ
ト
云
フ
私
見
デ
ア
リ
マ
ス
j
i
-
-
・
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
富
井
政
章
も
議
員
と
し
て
身
分
登
記
簿
の
廃
止
に
賛

成
し
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
島
田
・
改
正
戸
籍
法
詳
解
五
頁
以
下
。

(

5

)

古
く
は
栗
生
・
婚
姻
立
法
に
お
け
る
二
主
義
の
抗
争
一
六
九
頁
が
あ
り
、
近
く
は
上
野
「
届
出
制
度
の
意
義
と
限
界
」
現
代
家
族
法
大
系
1
一
三
八

頁
以
下
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
身
分
行
為
の
効
力
発
生
時
期
は
戸
籍
記
載
の
終
っ
た
時
と
な
る
ハ
栗
生
・
前
掲
一
七
二
頁
)
。

論
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身分行為の理論

(

6

)

判
例
と
し
て
は
大
判
昭
和
日
・

7
・
却
集
二

O
巻
二
ハ
号
一

O
一
九
頁
が
あ
る
が
、
届
出
と
身
分
登
記
と
の
区
別
を
指
摘
し
た
営
説
は
見
出
し
え
な

い
(
か
え
っ
て
岡
村
・
民
法
親
族
編
講
義
三
三
六
頁
以
下
は
両
者
を
合
わ
せ
て
届
出
の
性
質
を
説
明
す
る
)
。
身
分
登
記
廃
止
後
の
学
説
で
は
穂
積
・

親
族
法
大
意
六
三
頁
、
和
田
・
婚
姻
法
論
一
一
一
二
頁
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

(

7

)

岡
松
「
婚
姻
届
出
義
務
の
不
履
行
」
法
律
新
聞
一

O
一
六
!
九
号
。

ハ
8
)
柿
原
・
民
法
親
族
一
編
講
義
一
四
六
頁
。

(

9

)

岡
村
・
前
掲
一
-
一
三
八
頁
。

(

m

)

奥
田
・
民
法
親
族
法
論
一
三
三
頁
。

(
日
)
詳
し
く
は
注
釈
民
法

ωの
E
六
四
九
頁
以
下
〔
山
畠
〕
0

(
ロ
)
和
田
・
前
掲
、
薬
師
寺
・
日
本
親
族
法
論
上
回
一
五
頁
。

(
臼
)
意
思
の
撤
回
に
つ
い
て
つ
と
に
裁
判
例
は
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
い
た
。
名
古
屋
控
判
明
治
幻
・

5
・
5
長
況
判
例
集
二
巻
一
一
一
一
Lr
頁。

(

U

)

森
本
・
日
本
親
族
法
九
二
貝
。

(
臼
)
加
藤
「
身
分
行
為
と
届
出
」
家
族
法
の
諸
問
題
五
一
九
頁
は
、
届
出
前
の
意
思
撤
回
の
制
限
を
主
眼
と
し
て
届
書
作
成
時
に
身
分
行
為
の
成
立
を
認

め
る
。

(
日
山
)
杉
田
・
親
族
講
義
一
四
二
頁
は
立
法
者
意
思
を
ま
こ
と
に
適
切
に
代
弁
し
て
い
る
。
「
先
き
の
届
出
は
其
当
時
に
於
て
婚
姻
を
為
す
の
意
志
な
き
か

故
に
婚
姻
の
届
出
た
る
効
力
な
し
而
し
て
後
ち
の
追
認
即
ち
婚
姻
を
為
す
の
意
思
表
示
は
之
れ
に
対
す
る
届
出
て
な
き
を
以
て
之
れ
亦
何
等
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
な
か
る
可
し
」
。

〈
口
)
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
一
四
三
回
に
お
け
る
横
田
国
臣
と
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
梅
博
士
は
「
前
ニ
私
ハ
本
統
ノ
意
思
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
デ

シ
タ
カ
ラ
夫
レ
ヲ
此
届
ヲ
為
ス
ト
言
ヘ
ハ
夫
レ
ヲ
戸
籍
吏
カ
拒
ム
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
ト
云
フ
ヤ
ウ
三
戸
籍
法
ニ
ナ
ラ
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
前
ノ
モ
ノ
ハ
取
消

シ
テ
後
ノ
分
ヲ
登
記
シ
テ
後
ノ
分
ヲ
有
効
ト
見
テ
置
ケ
ハ
宜
イ
・
:
戸
籍
更
ガ
・
・
・
復
タ
出
ス
ノ
ハ
ド
ウ
云
ブ
訳
テ
ア
ル
カ
ト
言
へ
ハ
夫
レ
ハ
斯
ウ
云
フ

訳
テ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
言
フ
カ
モ
知
レ
ヌ
ガ
:
:
:
帳
簿
ニ
載
セ
ル
訳
テ
ア
リ
マ
セ
ヌ
カ
ラ
構
ハ
ヌ
・
:
・
:
・
帳
簿
ニ
書
ク
ナ
ト
戸
籍
法
テ
以
テ
書
イ
テ

モ
宜
イ
」
と
答
え
て
い
る
(
四
五
了
〉
。
そ
し
て
明
治
三
一
年
戸
籍
法
は
判
決
に
よ
る
身
分
登
記
の
取
消
と
は
別
に
、
「
無
効
ナ
ル
事
由
ノ
証
明
書
ヲ
提

出
シ
テ
」
婚
姻
・
縁
組
の
身
分
登
記
の
取
消
を
申
請
す
る
こ
と
を
要
す
る
旨
の
規
定
を
お
い
て
い
た
(
九
一
-
一

O
五
条
)
。

(
国
)
こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は
谷
口
・
親
族
法
(
昭
お
)
二
一
二
頁
の
み
で
あ
る
。

北法31(3-4・1.77)1009 



説

(

ω

)

奥
田
・
民
法
親
族
法
論
(
明
白
)
一
四
四
頁
(
日
本
親
族
法
(
大
5
)

二
ハ
コ
一
頁
〉
、
杉
田
・
親
族
講
義
(
明
白
)
前
掲
、
掛
下
・
親
族
法
論
議
(
明

担
)
八
一
一
良
(
同
(
明
幻
〉
一

O
一
一
貝
)
、
境
沢
・
親
族
法
論
綱
〈
明
お
)
一
一
四
頁
、
柳
川
・
親
族
法
(
明
お
〉
一
六
一
二
頁
、
岡
村
・
民
法
親
族
編

講
義
(
明
日
制
)
コ
一
六
九
頁
、
和
田
・
婚
姻
法
論
(
大
日
比
)
一
三
一
一
二
頁
、
森
本
・
日
本
親
族
法
(
大
日
)
一
九
一
一
貝
(
た
だ
し
同
一
四
九
頁
は
離
婚
に
つ

い
て
は
非
遡
及
的
追
認
を
肯
定
)
、
野
上
・
親
族
法
(
昭
3
)

二
ハ
一
一
貝
、
中
島
・
民
法
釈
義
(
四
〉
(
昭
ロ
)
三
一
四
、
五
九
ご
貝
、
薬
師
寺
・
日
本

親
族
法
論
上
(
昭
U
)
四
一
九
頁
、
す
べ
て
追
認
否
定
説
で
あ
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
柿
原
・
民
法
親
族
編
講
義
ハ
明
汎
〉
一
一

O
四
頁
で
あ
る
。

(
却
)
た
と
え
ば
福
地
「
身
分
行
為
の
理
論
」
現
代
家
族
法
大
系
1
八
五
頁
。

E命

(
3〉

身
分
行
為
意
思

身
分
行
為
の
「
意
思
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
立
法
者
が
婚
姻
と
縁
組
は
同
一
の
性
質
の
身
分
行

為
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
離
婚
に
つ
い
て
は
婚
姻
と
は
異
な
る
性
質
の
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
婚
姻
同
意
権

者
を
そ
の
ま
ま
離
婚
同
意
権
者
と
し
な
が
ら
(
民
旧
八

O
九
条
〉
、
同
意
欠
依
に
よ
る
取
消
を
婚
姻
の
み
に
限
定
し
(
民
旧
七
八
三
条
)
、
離

婚
に
は
準
用
せ
ず
、

単
に
受
理
要
件
に
と
ど
め
た
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
(
民
旧
八
一
一
条
一
項
〉
。

縁
組
と
離
縁
の
関
係
で
も
同
様
で

あ
る
(
民
旧
八
五
七
、
八
六
五
条
)
。
ま
た
民
法
に
は
離
婚
・
離
縁
の
無
効
・
取
消
に
つ
い
て
の
規
定
を
欠
い
た
が
、
こ
れ
は
協
議
離
婚
・
離

縁
の
制
度
を
知
ら
ぬ
外
国
法
に
範
例
を
見
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

一
般
的
に
は
、
婚
姻
・
縁
組
の
限
定
的
無
効
・
取
消
の
よ
う
な

(
3〉

規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
民
法
総
則
の
通
則
規
定
に
よ
る
と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
多
く
の
学
説
も
そ
う
解
し
て
い
た
。
し
か
し
立
法
者

「
夫
婦
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
当
事
者
ノ
夫
婦
タ
ル
コ
ト
ヲ
妨
ク
ル
ノ
害
ハ
離
婚
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
当
事
者
ヲ
強
ヒ
テ
夫
婦
タ
ラ
シ
ム
ル

〈

4
〉

ノ
害
ニ
比
ス
レ
ハ
猶
ホ
軽
キ
モ
ノ
ア
リ
」
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、
婚
姻
よ
り
は
さ
ら
に
限
定
的
な
無
効
を
意
図
し
て
い
た
。

b主

「
離
婚
の
届

出
が
:
:
:
規
定
に
違
反
し
て
受
理
さ
れ
た
と
き
で
も
、
離
婚
は
、
こ
れ
が
た
め
に
、
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
(
七
六
五
条

二
項
〉
の
規
定
は
そ
の
法
律
的
表
現
で
あ
り
、
あ
た
か
も
届
出
の
受
理
不
受
理
を
も
っ
て
離
婚
の
有
効
・
無
効
を
決
す
る
趣
旨
の
ご
と
く
で
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ハ
5
〉

あ
っ
た
。
当
時
す
で
に
そ
の
疑
い
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
意
思
欠
依
(
意
思
不
存
在
)
に
よ
る
離
婚
が
無
効
と
な
る
理
由
を
説
明

。。

し
て
、
法
律
は
意
思
欠
依
の
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
か
ら
法
令
違
反
で
は
な
く
、
ま
た
協
議
が
存
在
し
な
い
以
上
当

然
離
婚
は
無
効
で
あ
る
と
弁
じ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
抗
戸

で
は
立
法
者
は
仮
装
離
婚
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
梅
博
士
は
な
に
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
た
だ
こ
こ
に
一
つ
の
注
目
す
べ
き
法
典
調
査
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
が
あ
る
。
モ
れ
は
整
理
会
段
階
の
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
知

ハ
7
)

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
行
七
六
五
条
の
原
案
(
八
一
二
条
)
は
「
戸
籍
吏
ハ
協
議
ノ
真
実
ナ
ル
コ
ト
及
ヒ
前
二
条
ノ
規
定
其
他
ノ
法
令
ニ

違
反
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
後
一
一
非
サ
レ
ハ
:
:
:
・
:
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
協
議
ノ
真
実
ナ
ル
コ
ト
」
の
確
認
が
含
ま
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
こ
の
規
定
は
受
理
要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
、
受
理
し
た
以
上
は
離
婚
の
効
力
に
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
定
め
る
点
に
主
眼
が

あ
っ
た
か
ら
(
二
項
)
、
直
ち
に
「
「
協
議
ノ
真
実
ナ
ル
コ
ト
」
ノ
違
反
ハ
ド
ウ
カ
」
(
重
岡
)
と
い
う
質
問
を
う
け
、
「
協
議
カ
真
実
テ
ナ

イ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
ゴ
ト
ハ
論
ヲ
侯
タ
ヌ
」
(
穂
積
)
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
文
言
は
起
草
委
員
(
梅
〉
の
ほ
う
で
削
除
を
提
案
し
、

(
重
岡
〉
と
了
承
さ
れ
た
が
、
再
度
「
「
前
二
条
ノ
規
定
其
他
ノ
法
令
」

「
ソ
レ

カ
宜
イ
テ
セ
ウ
」

デ
宜
イ
ノ
テ
ス
カ
此
中
ニ

ハ
8
〉

(
梅
)
と
答
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
協
議
ノ
真
実
ナ
ル

コ
ト
カ
」
箆
ル
ノ
テ
ス
カ
」

(
井
上
)
と
い
う
質
問
を
う
け
、

「
協
議
カ
真
実
テ
ナ
イ

「
サ
ウ
テ
ス
」

コ
ト
」
自
体
、

一
方
の
意
思
欠
触
を
想
定
し
た
も
の
か
、
双
方
の
仮
装
意
思
を
想
定
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
を
含
ん
だ
の
か
、

い
ず
れ
と
も
解
し
う
る
が
、
も
し
仮
装
意
思
も
芳
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
最
後
の
梅
博
士
の
答
え
は
仮
装
離
婚
の
有
効
を
認
め
て
い
た

身分行為の理論

か
に
と
れ
な
い
で
も
な
い
。
解
釈
の
難
し
い
質
疑
応
答
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
離
婚
無
効
に
限
定
的
で
あ
っ
た
立
法
者
意
思
の
一
例
証
に
は

な
ろ
う
。

い
ま
一
つ
立
法
者
意
思
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
夫
婦
関
係
の
成
立
を
前
提
と
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
届
出
の
法
律
効
果
の
取
得
の
み
を
目

的
と
す
る
臨
終
婚
が
身
分
行
為
と
し
て
芳
え
ら
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
梅
博
士
は
、
臨
終
婚
の
屑
出
方
式
に
つ
い
て
規
定
を
欠
い
た
の
は
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説

戸
籍
法
の
欠
点
と
し
な
が
ら
、
臨
終
婚
に
あ
っ
て
は
戸
籍
吏
の
出
張
を
請
求
し
う
る
と
解
す
る
の
が
民
法
の
正
当
な
解
釈
で
あ
る
と
し
た
う

〈

9
〉

え
で
、
か
よ
う
な
婚
姻
の
必
要
性
が
婚
外
男
女
間
の
子
の
利
益
の
た
め
ま
た
は
そ
の
財
産
関
係
(
相
続
〉
の
た
め
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

〈

m)
い
る
。
養
子
縁
組
に
お
い
て
と
く
に
遺
言
養
子
を
設
け
た
の
も
同
趣
旨
で
あ
っ
た
が
、
現
行
法
上
は
臨
終
婚
と
同
じ
こ
と
が
縁
組
に
つ
い
て

論

も
妥
当
す
る
。

ま
た
立
法
者
は
わ
が
国
に
お
け
る
婚
姻
・
縁
組
の
同
質
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
縁
組
が
多
目
的
的
な
制
度
で
あ
っ
て
、
慣
行
上

〈
日
)

の
多
様
な
縁
組
を
是
認
す
る
芳
え
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
け
る
婚
姻
と
縁
組
と
の
差
異
、
す
な
わ
ち
届
出
の
法
律
効

果
発
生
を
目
的
と
す
る
縁
組
が
す
く
な
く
な
い
こ
と
も
充
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
身
分
行
為
意
思
の
問
題
は
、
古
く
か
ら
判
例
上
諸
種
の
問
題
が
提
供
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
上
理
論
的
に

検
討
さ
れ
た
の
は
比
較
的
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
顕
著
な
対
照
的
理
論
と
し
て
登
場
し
た
。
昭
和
に
入
っ
て
か

ら
の
い
わ
ゆ
る
「
実
体
的
意
思
説
」
と
「
形
式
的
意
思
説
」
と
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
判
例
が
表
面
仮
装
の
身
分
行
為
を
つ
と

に
無
効
と
し
て
い
た
の
を
う
け
て
、
こ
れ
に
身
分
行
為
の
「
本
質
意
思
」
理
論
を
補
強
し
て
、

「
社
会
観
念
上
の
身
分
(
夫
婦
・
親
子
)
関

係
の
設
定
ま
た
は
解
消
を
欲
す
る
意
思
」
が
身
分
行
為
意
思
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
身
分
行
為
意
思
と
財
産
法
上
の
法
律
効
果
意
思
と

の
差
異
を
強
調
す
る
。
中
川
教
授
の
提
唱
に
か
か
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
真
向
か
ら
対
立
す
る
の
は
形
式
的
意
思
説
で
あ
り
、
身
分
行
為
の

届
出
を
す
る
意
思
を
措
い
て
身
分
行
為
意
思
は
な
い
と
す
る
。
谷
口
教
授
、
末
川
教
授
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。

一
方
は
身
分

行
為
を
身
分
行
為
た
ら
し
め
る
「
本
質
意
思
」
こ
そ
が
身
分
行
為
の
本
体
で
あ
る
と
し
、
他
方
は
身
分
行
為
を
成
立
さ
せ
る
(
届
出
)
意
思

の
あ
る
と
こ
ろ
身
分
行
為
は
成
立
す
る
(
あ
る
い
は
成
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
)
と
す
る
。
こ
れ
は
正
反
対
の
発
想
で
あ
り
、
具
体
的
結
果
も

ま
っ
た
く
異
な
る
。

右
の
見
解
の
両
極
性
は
、
判
例
が
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
ら
の
見
解
を
全
面
的
に
は
う
け
入
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
と
は
異
な
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る
見
解
の
提
唱
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
実
体
的
意
思
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
あ
る
い
は
身
分
行
為
意
思
を
身
分
的
法

律
効
果
意
思
と
解
し
、
あ
る
い
は
基
本
的
身
分
効
果
の
設
定
ま
た
は
解
消
の
意
思
で
あ
り
、
身
分
行
為
を
形
成
す
る
積
極
的
意
思
と
身
分
行

ハロ
v

為
を
解
消
す
る
消
極
的
意
思
と
で
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
と
説
く
。
筆
者
も
ま
た
縁
組
意
思
に
つ
い
て
は
実
体
的
意
思
説
が
か
な
ら
ず
し
も

妥
当
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
か
ら
身
分
行
為
意
思
の
一
元
的
理
論
構
成
を
す
て
て
、
身
分
行
為
の
種
別
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
身

〈日〉

分
行
為
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
、
身
分
行
為
意
思
を
多
元
的
に
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
。
筆
者
も
こ
の
見
解
に
属
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。

身
分
行
為
の
「
意
思
」
の
問
題
は
あ
る
意
味
で
は
「
届
出
」
の
問
題
以
上
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
な
身
分
行
為
の
効
力

の
可
否
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
従
来
の
見
解
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
問
題
と
な
る
身
分
行
為
の
効
力
を
適
切
に

身分行為の理論

説
明
し
う
る
も
の
は
な
い
。
形
式
的
意
思
説
は
簡
明
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
実
質
無
視
で
あ
り
、
一
般
理
論
た
り
え
な
い
。
実
体
的
意
思
説

は
身
分
行
為
の
本
質
を
鋭
く
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
届
出
の
法
律
効
果
を
目
的
と
す
る
身
分
行

為
の
場
合
に
無
理
を
伴
う
。
逆
に
法
律
効
果
意
思
で
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
身
分
行
為
の
本
質
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
解
消
的

身
分
行
為
を
創
設
的
身
分
行
為
と
区
別
す
る
理
論
は
、
立
法
者
意
思
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
が
、
そ
れ
が
解
消
的
身
分
行
為
だ
か
ら
と
い
う

だ
け
で
は
説
明
に
な
ら
な
い
。
婚
姻
と
離
婚
、
養
子
縁
組
、
さ
ら
に
は
成
年
養
子
と
未
成
年
養
子
に
分
類
し
て
、
身
分
行
為
意
思
を
区
別
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
身
分
行
為
意
思
の
本
体
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
従
来
の
理
論
は
身
分
行
為
意
思
全
体
の
説
明
と

し
て
は
適
切
を
欠
く
が
、
逆
に
い
え
ば
部
分
的
に
は
み
な
適
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
観
点
か
ら
の
身
分
行
為
意
思
の
再
構
成
は
、
身

分
行
為
の
種
別
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
身
分
行
為
の
実
質
に
よ
り
即
応
し
た
多
元
的
構
成
を
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。。

(

1

)

梅
・
前
掲
二
七
四
頁
「
我
邦
ノ
慣
習
ニ
於
テ
ハ
婚
姻
及
ヒ
養
子
縁
組
共
ニ
之
ヲ
縁
組
ト
云
ヒ
全
ク
同
種
ノ
法
律
行
為
ト
セ
リ
」
、
同
二
九
三
頁
「
我

邦
ニ
於
テ
ハ
・
:
・
・
・
婚
姻
ト
養
子
縁
組
ト
ハ
同
種
ノ
行
為
ト
視
ル
ヲ
常
ト
ス
」
。
中
川
・
身
分
法
学
一
一

O
頁
は
こ
れ
を
「
婚
姻
の
縁
組
性
」
と
把
え

北法31(3-4・1'81)1013 



説

て
い
る
。

〈

2
)
中
川
・
新
訂
親
族
法
四
六
七
頁
。

(
3
〉
古
い
と
こ
ろ
だ
け
を
あ
げ
る
と
奥
田
・
民
法
親
族
法
論
二
一
二
頁
以
下
、
金
子
日
押
田
・
親
族
編
実
用
(
明
幻
)
二
ハ
一
頁
。
大
鐘
H

松
村
・
民
法

講
義
親
族
之
部
(
明
幻
〉
ニ

O
二
頁
、
柿
原
・
前
掲
三
八
二
頁
以
下
、
杉
田
・
前
掲
二
二
五
頁
以
下
、
掛
下
・
前
掲
(
明
白
)
一
一
一
一
一
一
貝
以
下
、
鶴
・

民
法
親
族
(
明
白
山
)
九
七
頁
、
柳
川
・
前
掲
一
二
七
頁
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
判
例
も
ま
た
同
様
の
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
は
大
判
明
治
部
・
ロ

-
M
九
輯

一
四
八
二
頁
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
奥
田
・
前
掲
は
九
四
!
九
六
条
の
規
定
を
文
字
ど
お
り
に
適
用
し
て
い
る
。

右
に
反
し
て
離
婚
が
婚
姻
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
婚
姻
無
効
の
規
定
を
類
推
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
梅
博
士
も
そ
の
一
人
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
前
に
柿
原
・
前
掲
三
八
四
頁
、
そ
れ
以
後
に
境
沢
・
親
放
法
論
綱
(
明
白
)
一
七
六
頁
、
牧
野
・
日
本
親
族
法
論
(
明
白
)
二
六

O
頁、

仁
井
田
・
親
族
法
相
続
法
論
(
大
4
)

一
八
七
頁
な
ど
に
そ
の
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
、
や
が
て
大
判
大
正
日
・

2
・
ぉ
集
一
巻
二
号
六
九
頁
が
、
九
四

条
二
項
の
適
用
に
関
し
て
、
離
婚
は
婚
姻
と
同
一
性
質
を
有
す
る
か
ら
民
法
総
則
の
規
定
の
適
用
な
し
と
判
示
す
る
に
い
た
っ
て
、
一
般
的
に
身
分
法

上
の
法
律
行
為
に
民
法
総
則
の
適
用
な
し
と
す
る
学
説
が
あ
ら
わ
れ
(
和
田
・
婚
姻
法
論
ハ
大
U
)
五
七
四
頁
。
そ
の
先
駆
は
仁
井
田
・
前
掲
で
あ
ろ

う
て
こ
れ
が
後
の
中
川
身
分
法
学
へ
と
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。

(

4

)

梅
・
前
掲
二

O
四
頁
。
同
じ
文
一
吉
田
は
柳
川
・
前
掲
二
一
九
頁
、
掛
下
・
前
掲
一
五
九
頁
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
立
法
者
意
思
に
反
対
し
て
制
限
的
離

婚
を
主
張
す
る
の
は
岡
村
・
前
掲
四
九
九
一
貝
で
あ
る
。

(

5

)

柿
原
・
前
掲
三
八
六
頁
が
明
確
に
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

6

)

梅
・
前
掲
二

O
O頁
。
な
お
同
一
九
八
頁
で
は
「
意
思
全
ク
欠
歓
セ
ル
ト
キ
ハ
法
律
上
離
婚
ナ
(
シ
)
」
(
不
成
立
)
と
し
て
い
る
。
ま
た
詐
欺
・

強
迫
に
よ
る
離
婚
に
つ
い
て
も
、
同
二

O
五
頁
は
法
令
違
反
で
な
い
こ
と
、
通
則
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
し
か
し
取
消
の
総
則
規
定

の
適
用
は
疑
義
が
多
く
、
明
ら
か
に
立
法
の
不
備
で
あ
っ
た
た
め
、
現
行
法
に
お
い
て
婚
姻
の
取
消
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
ハ
七
三
一

四
条
〉
。
取
消
の
効
力
が
異
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
(
遡
及
効
可
独
立
の
条
文
と
し
て
規
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

(

7

)

注
釈
民
法
制
七
七
頁
〔
利
谷
〕
。

(

8

)

法
典
調
査
会
整
理
会
議
事
速
記
録
民
整
五
ノ
九
三
一
l
i
六。

(
9
〉
戸
籍
先
例
上
も
こ
の
取
扱
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
大
正
5
・

1
・
6
民
一
四
五

O
号
回
答
ほ
か
。
注
釈
民
法

ωの
H
-
1
0九
頁
〔
山
畠
〕
。

(
刊
山
)
梅
・
前
掲
一

O
八
頁
。

論
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(
日
)
判
例
が
無
効
と
し
た
婚
姻
の
た
め
の
養
女
(
借
親
養
女
)
、
芸
妓
養
女
も
有
効
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
山
畠
「
明
治
民
法
起
草
者
の
養

子
制
度
観
」
現
代
私
法
の
諸
問
題
(
勝
本
還
暦
)
下
七
四
五
頁
以
下
参
照
。

(
ロ
〉
高
橋
教
授
・
中
川
会
同
)
教
授
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
上
、
右
近
・
婚
姻
の
無
効
ハ
民
法
総
合
判
例
研
究
)
一
六
頁
に
ゆ
ず
る
。

(
日
)
深
谷
・
前
掲
六
二
頁
以
下
は
婚
姻
、
成
年
養
子
、
未
成
年
養
子
、
離
婚
、
離
縁
を
区
別
し
、
右
近
・
前
掲
一
八
頁
は
婚
姻
H

未
成
年
養
子
、
成
年
養

子
H

離
婚
H

離
縁
を
区
別
す
る
。
い
ず
れ
も
表
面
仮
装
の
身
分
行
為
を
無
効
と
し
、
子
の
嫡
出
化
目
的
の
婚
姻
を
無
効
と
み
る
判
例
を
結
論
的
に
支
持

す
る
点
は
共
通
す
る
。

問
題
の
検
討

以
下
、
届
出
成
立
要
件
説
に
お
け
る
届
出
の
意
義
と
身
分
行
為
意
思
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し
、
私
見
を
述
べ
る
。

(

1

)

 

届
出
の
意
義

身分行為の理論

届
出
を
成
立
要
件
と
芳
え
る
最
大
の
意
義
は
、
事
実
婚
と
法
律
婚
と
の
聞
に
一
線
を
画
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
で
、
両
者
を
連
続
線

上
に
把
え
る
届
出
効
力
要
件
説
と
発
想
を
異
に
す
る
。
当
初
の
届
出
効
力
要
件
説
は
内
縁
の
法
的
保
護
を
目
的
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
。
し
か

し
判
例
学
説
上
、
内
縁
は
す
で
に
確
立
し
た
法
的
保
護
の
も
と
に
あ
る
。
夫
婦
関
係
そ
れ
自
体
の
効
果
の
ほ
と
ん
ど
は
承
認
さ
れ
て
い
て
届

出
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
の
差
異
は
、
単
に
準
婚
効
果
と
届
出
効
果
(
戸
籍
法
上
・
相
続
法
上
効
果
)
の
美
異
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
両
者
の
決
定
的
差
異
は
「
解
消
の
白
由
」
の
有
無
で
あ
る
。
届
出
効
力
要
件
説
は
こ
の
差
異
を
無
視
し
、
ま
た
準
婚
理

論
は
届
出
効
果
以
外
の
す
べ
て
が
法
的
保
護
の
対
象
で
あ
る
か
の
誤
解
を
与
え
て
い
る
。
学
説
上
、
事
実
婚
の
効
果
と
し
て
民
法
七
五
二
条

の
同
居
協
カ
扶
助
義
務
を
あ
げ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
強
制
で
き
る
の
が
法
律
婚
特
有
の
効
果
で
あ
り
、

こ
れ
を
欠
く
の
が
事
実

婚
で
あ
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
事
者
は
し
ば
し
ば
こ
の
差
異
に
着
目
し
て
届
出
を
留
保
す
る
し
、
意
識
的
に
そ
う
で
な
い
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説

場
合
に
も
、
そ
の
差
異
は
充
分
に
認
識
し
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
通
常
の
婚
姻
に
あ
っ
て
も
、
経
過
的
に
こ
の
状
態
を
生
ず

る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
事
実
婚
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
も
し
事
実
婚
に
も
同
居
協
力
扶
助
義
務
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

~^ 

a岡

そ
れ
は
事
実
婚
の
存
続
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
保
障
と
し
て
の
届
出
請
求
権
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
届
出
請
求
権
を
肯
定
す
る
見
解
に
あ
っ
て
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
を
生
ず
る
余
地
は
な
い
。
事
実
婚
意
思
が
す
べ
て
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
法
律
婚
意
思
で
も
あ
り
、
届
出
に
お
け
る
意
思
的
要
素
は
完
全
に
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。

届
出
に
法
律
婚
成
立
の
意
義
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
届
出
に
お
け
る
当
事
者
の
届
出
意
思
が
重
視
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
も
っ
と
も
成

立
方
式
と
し
て
の
届
出
の
不
完
全
さ
は
、
届
出
と
届
出
意
思
の
分
離
を
不
可
避
的
と
す
る
か
ら
、
届
出
時
に
お
け
る
届
出
意
思
の
存
否
が
問

題
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
当
事
者
が
そ
の
段
階
で
な
お
意
思
決
定
の
自
由
を
保
有
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、

届
出
時
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
能
力
喪
失
・
死
亡
の
事
案
は
例
外
的
に
取
扱
わ
ざ
る
を
え
に
ぺ
。
届
出
を
効
力
発
生
要
件
と
芳
え
る
見
解

は
む
し
ろ
こ
の
場
合
を
原
則
と
し
て
理
論
構
成
を
す
る
が
、
当
事
者
の
死
亡
が
法
律
関
係
に
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
財
産
的
法
律
関
係
と
当

事
者
が
死
亡
す
れ
ば
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
身
分
的
法
律
関
係
を
同
列
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
届
出
と
届
出
意
思
の
分
離
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
届
出
と
当
事
者
の
意
思
の
事
後
的
な
結
合
を
必
要
な
ら
し
め
る
が
、

こ
こ
で
も
当
事
者
の
届
出
意
思
は
厳
格
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
判
例
は
、
他
人
に
よ
る
届
出
を
他
人
の
権
利
の
処
分
で
あ
る
と
し
て
、

(
4〉

民
法
一
一
六
条
の
規
定
の
類
推
に
よ
る
追
認
を
認
め
た
。
し
た
が
っ
て
届
出
は
当
初
か
ら
有
効
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
中
川
教

授
が
か
つ
て
説
か
れ
た
と
こ
ろ
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
た
当
事
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
届
出
の
承
認
で
あ
り
、
ま
た
一
般

(
5
)
 

的
に
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
身
分
関
係
を
事
後
的
に
擬
制
す
る
無
理
を
伴
う
。

無
効
な
届
出
の
追
認
に
つ
い
て
は
、
わ
が
学
説
上
唯
一
の
例
外
と
し
て
前
述
し
て
お
い
た
柿
原
判
事
の
所
説
に
し
た
が
っ
て
、
非
遡
及
的

追
認
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
も
と
も
と
当
事
者
の
意
思
に
も
と
づ
か
な
い
届
出
に
よ
っ
て
身
分
行
為
の
成
立
を
み
る
こ
と
は
あ
り
え
な
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ぃ
。
こ
れ
は
身
分
行
為
が
代
理
に
親
し
ま
な
い
こ
と
か
ら
く
る
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
当
事
者
の
身
分
行
為
と
し
て
成
立
し
な
い
届
出
で
は

あ
る
が
、
無
内
容
な
届
出
と
し
て
の
存
在
だ
け
は
あ
る
。
こ
の
届
出
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
の
が
身
分
行
為
の
追
認
の
問
題

で
あ
る
。
追
認
時
以
降
に
つ
い
て
は
届
出
と
意
思
の
事
後
的
結
合
を
承
認
し
う
る
。
し
か
し
追
認
以
前
の
届
出
に
ま
で
効
力
を
付
与
す
る
理

由
は
な
い
。
無
効
な
身
分
行
為
の
追
認
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
無
効
な
身
分
行
為
の
転
換
と
向
性
質
の
問
題
で
あ
っ
て
、
身
分
行
為
自
体

を
追
認
す
る
と
い
う
よ
り
は
(
身
分
行
為
の
性
質
上
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
)
、
不
成
立
な
い
し
無
効
の
届
出
を
そ
の
ま
ま
流
用
す
る
と
い

う
に
す
ぎ
な
い
。
届
出
の
訂
正
が
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
新
た
な
届
出
を
な
す
手
数
を
省
き
、
新
た
な
届
出
の
た
め
に
生
ず
る
不
利
益
を
救

う
意
味
に
お
い
て
、

い
わ
ば
便
宜
的
に
届
出
の
追
認
を
許
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
追
認
時
以
前
の
届
出
に
つ
い
て
い
え
ば
、
追
認
は

届
出
の
不
成
立
な
い
し
無
効
を
争
わ
な
い
と
い
う
意
思
の
表
明
で
あ
り
、
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
は
訴
権
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て

届
出
が
遡
及
的
に
有
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
上
の
身
分
行
為
の
存
否
に
よ
っ
て
遡
及
効
の
有
無
を
区
別
し
、
追
認
に
よ
る
無
効
離

婚
の
有
効
化
を
制
限
的
に
解
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
の
理
論
の
主
た
る
実
益
は
む
し
ろ
離
婚
の
追
認
に
あ
る
。

最
後
に
届
出
の
い
ま
一
つ
の
重
要
な
意
義
は
、
届
出
時
ま
で
の
意
思
撤
回
自
由
の
確
保
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
浮
動
的
な
意
思
の
最
終
的

確
定
時
期
の
設
定
の
機
能
で
あ
る
。
意
思
の
浮
動
自
体
は
身
分
行
為
特
有
の
現
象
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
財
産
上
の
行
為
に
あ
っ
て

は
行
為
成
立
時
の
合
意
に
拘
束
力
を
も
た
せ
て
撤
回
を
許
さ
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
身
分
行
為
は
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
ま

身分行為の理論

で
意
思
の
撤
回
を
認
め
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
意
思
浮
動
状
態
を
許
容
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
同
じ
く
意
思
の
浮
動
と
い
っ
て
も
、
そ

の
程
度
に
大
き
な
差
異
の
あ
る
こ
と
は
顕
著
な
経
験
的
事
実
で
あ
り
、
ま
た
意
思
浮
動
を
も
っ
て
当
事
者
の
責
任
に
帰
し
え
な
い
と
こ
ろ
に

(
7
)
 

両
者
の
差
異
が
あ
る
。

一
般
の
法
意
識
に
お
い
て
も
、
届
出
時
が
最
終
的
意
思
確
定
時
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
届
出
の
「
不
受
理

申
出
」
制
度
の
活
用
は
そ
の
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

(

1

)

成
立
要
件
説
と
効
力
要
件
説
の
対
立
の
原
因
の
一
つ
は
、
事
実
上
の
身
分
行
為
に
対
す
る
理
解
の
仕
方
に
差
異
が
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
事
実
婚
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説

を
通
常
の
法
律
婚
姻
成
立
の
過
程
で
把
え
て
い
る
の
が
効
力
要
件
説
で
あ
り
、
成
立
要
件
説
は
法
律
婚
を
か
な
ら
ず
し
も
前
提
と
し
な
い
(
し
か
し
い

つ
で
も
移
行
し
う
る
)
事
実
婚
の
存
在
を
忘
れ
な
い
。
ま
た
従
来
の
内
縁
理
論
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
「
法
律
婚
強
制
」
の
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
筆
者
は
「
法
律
婚
自
由
」
の
立
場
に
立
つ
。

(

2

)

届
出
強
制
ま
で
い
か
な
く
と
も
、
当
事
者
の
意
思
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
意
思
を
擬
制
し
て
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
届
出
に
効
力

を
認
め
る
の
も
、
こ
れ
に
近
い
考
え
方
で
あ
る
。
我
妻
・
前
掲
五
三
頁
、
山
本
「
身
分
行
為
の
不
成
立
と
無
効
」
婚
姻
法
の
研
究
下
二
二
九
頁
は
こ
れ

に
属
す
る
。
そ
こ
で
は
当
事
者
の
追
認
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

(

3

)

星
野
「
身
分
行
為
の
要
件
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
司
法
研
究
所
論
集
五
四
号
一
二
頁
も
臨
終
婚
の
事
案
の
一
般
化
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
た
だ
し
教
授
の
説
く
と
こ
ろ
は
若
干
独
特
で
あ
る
。

(

4

)

最
判
昭
和
U
・
7
・
お
集
二
六
巻
六
号
一
二
六
三
頁
。

(

5

)

山
畠
「
身
分
行
為
の
届
出
と
意
思
」
民
法
の
争
点
三
五
三
頁
。

〈

6
)
鈴
木
U
唄
・
人
事
法
I
一
七

O
、
二

O
O一貝。

(
7
〉
星
野
・
前
掲
一
三
頁
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
届
出
後
に
も
意
思
撤
回
(
無
効
主
張
〉
の
可
能
性
を
認
め
る
。
し
か
し
届
出
後
に
存
続
し
な
い
よ
う

な
意
思
で
あ
れ
ば
届
出
時
に
す
で
に
存
在
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
不
充
分
な
が
ら
意
思
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
届
出
以
後
は
婚

姻
は
成
立
し
、
離
婚
に
よ
っ
て
解
消
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
浮
動
意
思
を
極
端
に
強
調
す
れ
ば
、
身
分
行
為
の

成
立
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。

論

(
2
)
 
身
分
行
為
の
意
思

実
体
的
意
思
説
は
、
身
分
行
為
は
届
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
届
出
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
届
出
意
思
と
身
分
的
効
果
意
思
の
具
備

を
要
す
る
と
説
く
。
届
出
意
思
は
身
分
的
法
律
効
果
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
身
分
的
効
果
意
思
も
身
分
行
為
の
法
律
効
果
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
通
念
(
習
俗
)
上
の
身
分
関
係
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
意
思
(
本
質
的
意
思
)
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
た
し
か

に
身
分
的
法
律
効
果
は
身
分
行
為
成
立
の
結
果
と
し
て
法
律
上
付
与
(
強
制
)
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
分
行
為
の
(
効
果
)
意
思
に
由

来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
通
常
の
身
分
行
為
に
あ
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
ま
で
厳
格
な
意
味
で
の
効
果
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意
思
(
目
的
意
思
)
を
も
ち
込
む
必
要
は
す
こ
し
も
な
い
。
ま
た
特
定
の
法
律
効
果
を
欲
し
な
い
身
分
行
為
〈
た
と
え
ば
扶
助
し
な
い
と
い

う
約
束
で
な
さ
れ
る
婚
姻
)
の
効
力
を
問
題
と
す
る
余
地
が
な
い
点
で
も
、
こ
の
理
論
構
成
は
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
の
欠
陥

は
、
届
出
の
特
定
の
法
律
効
果
の
発
生
の
み
を
欲
す
る
身
分
行
為
の
存
在
を
お
よ
そ
認
め
な
い
点
に
あ
る
。
し
か
も
実
際
に
は
、
こ
の
見
解

に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
特
定
の
身
分
的
法
律
効
果
の
み
の
発
生
を
目
的
と
す
る
身
分
行
為
の
効
力
は
当
然
祝
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
自

己
の
婚
外
子
を
養
子
と
す
る
場
合
、
親
子
関
係
は
も
と
も
と
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
養
子
縁
組
の
目
的
は
婚
外
子
の
嫡
出
化
に
ほ
か

な
ら
ず
、
養
子
縁
組
の
意
思
も
嫡
出
効
果
の
発
生
を
目
的
と
す
る
意
思
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
継
子
(
連
れ
子
)
養

子
に
な
る
と
監
護
権
効
果
な
い
し
血
族
効
果
の
発
生
を
目
的
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
あ
え
て
「
社
会
観
念
上
の
親
子
関
係
の
設
定
」
と

い
う
こ
と
を
い
う
の
は
い
か
に
も
不
自
然
な
感
じ
を
与
え
る
。

つ
ま
り
実
体
的
意
思
説
は
、
身
分
行
為
の
本
質
的
意
思
を
強
調
す
る
の
あ
ま

り
、
届
出
の
特
定
の
法
律
効
果
を
欲
す
る
身
分
行
為
の
効
力
を
説
明
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
類
似
の
例
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、

た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
臨
終
婚
」
は
、
子
の
準
正
化
を
目
的
と
し
た
り
、
相
続
権
付
与
を
目
的
と
し
た
り
し
て
行
わ
れ
る
が
、
身
分
行
為
意

思
の
存
否
な
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
判
例
で
も
そ
の
効
力
は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
も
し
身
分
行
為
意
思
の
存
否
が
問
題
と

さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
場
合
に
も
「
社
会
観
念
上
の
夫
婦
関
係
設
定
の
意
思
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
末
期
養
子
的
事
案
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

実
は
こ
の
場
合
、
実
体
的
意
思
説
の
選
択
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。
現
に
判
例
は
養
子
縁
組
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
選
択
を
し
て
い
る
。

身分行為の理論

一
つ
は
、
無
理
に
本
質
意
思
を
擬
制
す
る
方
法
で
あ
る
。
孫
を
養
子
に
し
た
場
合
に
「
親
子
と
し
て
の
精
神
的
つ
な
が
り
」
あ
り
と
す
る

(
2
)
 

の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
不
自
然
と
い
う
よ
り
は
こ
っ
け
い
で
す
ら
あ
る
。
な
に
も
昨
日
ま
で
の
孫
を
今
日
か
ら
は
精
神
的
に
子
と
し
て
扱
う

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
孫
は
第
一
順
位
相
続
人
(
推
定
相
続
人
)
の
地
位
を
取
得
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
親
代
わ
り
の
孫
養
子
縁
組
の
場
合
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
孫
養
子
に
お
け
る
画
一
的
身
分
行
為
意
思
も
ま
た
あ
り
え
な
い
。

北法31(3-4・ 1'87)1019 



説

第
二
は
、
身
分
行
為
意
思
を
別
の
問
題
に
す
り
か
え
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
前
の
判
例
が
継
子
(
旧
法
上
実
親
子
)
養
子
を
有
効
と

ハ
3
〉

す
る
に
つ
い
て
用
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
実
益
」
の
有
無
が
効
力
の
決
め
手
と
さ
れ
て
い
る
。
実
益
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
法

律
効
果
上
の
利
益
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
問
題
の
本
質
が
法
律
効
果
に
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
実
体
的
意
思
説
の

学
説
は
よ
り
率
直
に
こ
れ
を
認
め
る
。
そ
こ
で
は
「
親
子
関
係
の
も
つ
完
全
な
法
律
効
果
の
発
生
を
目
的
と
す
る
意
味
で
縁
組
意
思
の
存
在

(
4
)
 

を
認
め
る
も
の
」
と
し
て
、
実
体
的
意
思
説
の
中
核
を
な
す
本
質
意
思
に
よ
る
説
明
を
断
念
し
て
い
る
。

;命

第
三
は
、
社
会
観
念
上
の
身
分
行
為
意
思
を
単
な
る
「
身
分
関
係
設
定
意
思
」
に
し
て
し
ま
う
方
法
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
妾
養
子
と
い
わ

れ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
、
判
例
は
単
に
「
親
子
関
係
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
意
思
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
養
子
縁
組
」
と
い
っ
て
切
抜
け
て
い
る
。

見
形
式
的
意
思
説
に
間
違
わ
れ
る
よ
う
な
文
言
で
あ
る
。
実
体
的
意
思
説
の
学
説
は
こ
の
判
決
に
反
対
す
る
の
で
、
学
説
上
の
理
由
づ
け
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
種
の
縁
組
に
つ
い
て
は
、
そ
の
縁
組
に
よ
る
法
律
効
果
の
取
得
を
正
面
に
だ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
身
分
行
為

意
思
の
適
切
な
説
明
は
困
難
で
あ
る
。

最
も
問
題
な
の
は
、
当
事
者
間
の
子
に
嫡
出
子
の
地
位
を
取
得
さ
せ
る
目
的
で
な
さ
れ
る
婚
姻
届
出
の
効
力
で
あ
る
。
判
例
は
効
力
を
否

(
7〉

定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
当
事
者
聞
に
実
質
的
な
夫
婦
関
係
を
形
成
す
る
意
思
は
な
い
(
逆
に
別
の
夫
婦
関
係
が
届
出
の
直
後
に
形
成
さ
れ
て
い

(
8
)
 

る
)
事
案
で
あ
る
か
ら
、
実
体
的
意
思
説
は
判
例
に
賛
成
し
、
形
式
的
意
思
説
は
判
例
に
反
対
す
る
。
判
例
は
、
こ
の
婚
姻
届
に
は
「
当
事

者
聞
に
、

一
応
、
所
論
法
律
上
の
夫
婦
と
い
う
身
分
関
係
を
設
定
す
る
意
思
は
あ
っ
た
と
認
め
う
る
」
が
、

「
真
に
社
会
観
念
上
夫
婦
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
の
設
定
を
欲
す
る
効
果
意
思
を
有
し
な
い
」
以
上
、

「
、
単
に
他
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
便
法
と
し
て
仮
託
さ
れ
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
」
届
出
で
あ
り
、
婚
姻
は
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
子
の
嫡
出
効
果
は
婚
姻
の
主
要
な
身
分
的
法
律
効
果

で
あ
り
、
判
例
の
い
わ
ゆ
る
表
面
仮
装
の
他
の
事
案
と
は
基
本
的
に
性
質
を
異
に
す
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
以
外
に
子
に
嫡
出
子
の
地
位
を

与
え
る
途
が
な
い
以
上
、
こ
の
届
出
に
は
重
要
な
「
実
益
」
が
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
こ
れ
を
「
単
な
る
便
法
」
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
抵
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抗
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
実
体
的
意
思
説
に
立
つ
学
説
が
、
単
に
実
体
的
意
思
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を

積
極
的
に
否
定
す
る
意
思
の
存
在
(
別
の
夫
婦
関
係
の
設
定
)
を
重
視
し
て
、
よ
う
や
く
判
決
の
結
論
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
も
、
右
の
抵

抗
感
の
あ
ら
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
自
身
こ
の
判
決
に
は
同
調
し
が
た
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
た
だ
実
体
的
意
思
説
と
形
式
的
意
思
説

の
二
者
択
一
で
は
、
前
者
に
し
た
が
う
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
で
は
、
こ
の
事
案
を
実
体
的
意
思
説
の
妥
当
範
囲
と
解
す
る
の
は

誤
り
で
あ
る
と
芳
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
婚
姻
は
当
初
か
ら
届
出
の
特
定
の
法
律
効
果
の
発
生
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
身
分
行
為
と
し
て
、
身
分
行
為
意
思
の
効
力
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
婚
姻
に
お
い
て
問
題
に
さ
る
べ
き
は
、
お
よ
そ
身
分
的

生
活
事
実
の
存
否
で
は
な
く
、
届
出
効
果
に
向
け
ら
れ
た
効
果
意
思
の
内
容
で
あ
る
。
あ
る
点
で
は
、
同
じ
目
的
で
な
さ
れ
る
臨
終
婚
の
場

合
と
共
通
の
身
分
行
為
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
両
者
の
効
果
意
思
の
内
容
は
異
な
る
。

臨
終
婚
に
あ
っ
て
は
、
身
分
行
為
の
効
果
意
思
は
婚
姻
届
出
意
思
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
で
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
前
掲
事
案
の

場
合
は
、
婚
姻
届
出
意
思
の
み
な
ら
ず
そ
の
後
の
離
婚
届
出
意
思
を
も
含
ん
で
い
る
の
が
当
事
者
の
意
思
で
あ
る
。
も
し
相
手
が
約
束
ど
お

り
に
離
婚
届
出
に
応
じ
て
く
れ
れ
ば
問
題
は
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る
。
形
式
的
意
思
説
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、

い
わ
ゆ
る
仮
装
の
届
出

身分行為の理論

は
一
般
的
に
は
有
効
と
意
識
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
身
分
行
為
上
の
届
出
効
果
の
取
得
を
目
的
と
す
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
見
解

を
妥
当
と
考
え
る
。
し
か
し
問
題
は
離
婚
が
実
現
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
形
式
的
意
思
説
は
、
婚
姻
の
成
立
を
認
め
た
う
え
で
、
婚
姻
を
継

続
し
が
た
い
事
由
に
よ
っ
て
裁
判
離
婚
を
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
。
筆
者
は
こ
の
点
に
は
同
意
し
難
い
。
か
よ
う
な
婚
姻
は
そ
の
成
立
自
体
に

問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
実
体
的
意
思
説
は
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
婚
姻
は
成
立
し
な
い
と
い
う
。
し
か
し
最
終
的
な
婚
姻
の
成
否
を
取
消
権
行

使
(
あ
る
い
は
追
認
)
の
有
無
に
か
か
ら
せ
て
、
一
応
は
璃
癌
あ
る
婚
姻
の
成
立
を
認
め
て
は
ど
う
か
と
芳
え
る
。
離
婚
の
成
立
を
信
頼
し

て
届
出
に
同
意
し
た
一
方
当
事
者
は
、
も
し
合
意
に
よ
る
離
婚
の
実
現
が
見
込
ま
れ
な
い
な
ら
ば
、
け
っ
し
て
こ
の
婚
姻
の
届
出
を
す
る
意

思
を
も
た
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
離
婚
予
約
は
無
効
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
婚
姻
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説

が
成
立
し
た
後
の
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
離
婚
を
条
件
と
す
る
婚
姻
の
合
意
そ
の
も
の
が
無
効
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
体

的
な
婚
姻
(
本
質
意
思
結
合
)
の
場
合
に
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
最
初
か
ら
特
定
の
届
出
効
果
の
取
得
を
目
的
と
す
る

身
分
行
為
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
本
質
結
合
的
身
分
行
為
に
は
属
し
な
い
場
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
批
判
は
妥
当
し
な
い
。
詐
欺
・
強
迫
に

よ
る
婚
姻
の
取
消
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
規
定
で
あ
る
が
、
想
定
婚
制
度
を
も
た
ぬ
わ
が
民
、
法
の
も
と
で
は
、
こ
の
よ

論

う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
再
婚
の
意
思
で
な
さ
れ
る
離
婚
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

(

1

)

野
上
・
親
族
法
一
五
九
頁
。

ハ
2
)
最
判
昭
和
総

-
u
-
m家
裁
月
報
一
六
巻
四
号
一
一
七
頁
。
我
妻
・
親
族
法
二
六
四
頁
の
援
用
で
あ
ろ
う
。

(

3

)

大
決
昭
和
6
・
ロ
・
お
築
一

O
巻
一
二
八
五
頁
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
山
畠
・
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
一

O
頁
以
下
。

(

4

)

我
妻
・
前
掲
二
七
五
頁
。

(
5
〉
大
判
昭
和
7
・
2
・
ロ
新
聞
三
三
七
七
号
一
五
頁
。
ま
た
大
阪
地
判
昭
和

ω
・
3
-
m下
民
六
巻
三
号
四
八
四
頁
は
単
に
「
縁
組
意
思
を
有
し
て
い

た
以
上
」
と
片
附
け
て
い
る
。

(

6

)

我
妻
・
前
掲
は
、
性
的
関
係
の
存
在
の
み
で
は
縁
組
意
思
な
し
と
は
い
い
切
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
「
当
事
者
の
年
齢
・
生
活
状
態
そ
の
他
を
考
慮

し
て
、
客
観
的
な
親
子
関
係
の
成
立
を
認
め
う
る
事
情
が
あ
れ
ば
、
縁
組
意
思
は
成
立
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
縁
組
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
続
権
を
与

え
-
i
・e
・
-
生
活
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
伴
っ
て
も
さ
ま
た
げ
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
親
子
と
し
て
の
精
神
的
な
つ
な
が
り
」
が
「
客
観

的
な
親
子
関
係
」
に
変
る
が
、
妾
と
の
聞
に
客
観
的
な
親
子
関
係
が
成
立
す
る
わ
け
は
な
く
、
し
か
も
相
続
権
付
与
の
目
的
が
伴
っ
て
も
さ
ま
た
げ
な

い
と
い
う
消
極
的
認
容
で
は
、
け
っ
き
ょ
く
縁
組
の
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
7
〉
最
判
昭
和
弘
・

m-
幻
築
二
三
巻
一

O
号
一
八
九
四
頁
。

(

8

)

末
川
・
民
商
六
三
巻
二
号
二
二
四
頁
と
中
川
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
八

O
号
九
頁
は
、
ま
っ
た
〈
好
対
照
の
見
解
で
あ
る
。

〈

9
)
深
谷
・
前
掲
六
五
頁
。
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
身
分
行
為
の
届
出
に
反
す
る
実
体
的
意
思
(
事
実
)
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
無
効
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
な
い
場
合
に
は
、
逆
に
存
在
し
な
い
実
体
的
意
思
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
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The theory on the notification and the intention 

of a marriage (a divorce by agreement， an 

adoption and a dissolution of the adoptive 

relations by agreement) 

Masao YAMAHATA* 

According to the provisions of our Family Law， a marriage be-

comes effective by notification thereof in accordance with the provi-

sions of the Family Registration Law (Art. 739). The same is true 

of a divorce by agreement (Art. 764)， an adoption (Art. 799) and 
a dissolution of the adoptive relation by agreement (Art. 811). And 

a marriage is void where th巴reis no intention to marry common t::: 

the parties owing to a mistake as to the identity of the person or 

through any other cause (Art. 742). The same is true of an adop-

tion (Art. 802). There are no provisions on the nuIIity of a divorce 

by agreement and a dissolution of the adoptive relation by agree-

ment， but our jurisprudence recognizes the absence of the intention 

as a cause of the nuIlity common to them. This articIe deals with 

the foIlowing problems: what is the meaning of “notification"? It 

is obviously different from the solemnization in European countries. 

And we cannot conceive the solemnization except on marriage. The 

notification is generaIly effected by other person and is not occa-

sionaIly effected by mail (It is possible “notification" after death of 

the party) ; what is the “intention" to marry. . . .? There are two 
intentions; one is the intention of notification， the other is the in-

tention to marry in practice. What is the relation to each other? 

Is it different from the intention for a divorce and the other. . . .? 

* Professor of Civil Law， Faculty of Law， University of Hokkaido. 
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